
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和８年４月１日現在）

行政職給料表（一）

（人） （％） 職名 （人）
主事 15
保育士 4

主事 8
保育士 1
幼稚園教諭 1

係長 4
主査 4
主任保育士 1
主任 12
副主任保育士 2
副主任幼稚園教諭 1
課長補佐 8
課長補佐兼保育所長 2
課長補佐兼指導主事 1
課長補佐兼給食センター所長 1
主幹 3
係長 9
主任保育士 1
主任教諭 1
議会事務局長 1
課長 4
課長（紀南特別養護老人ホーム派遣） 1
会計管理者兼出納室長 1
参事 3
参事兼統括保育所長兼保育所長 1
参事兼生涯学習室長 1
参事兼幼稚園長 1
参事兼図書館長 1
課長補佐 7
課長補佐兼保育所長 1
課長補佐兼地域子育て支援センター長 1
理事 1
理事兼課長 4

調整監兼課長 1

合計 108 100.0

（人） （％）
29 26.9
15 13.9
20 18.5
24 22.2
14 13.0
5 4.6
1 0.9

行政職給料表（二）

（人） （％） 職名 （人）

用務員 1
調理師 2

合計 3 100.0

（人） （％）
3 100.0

合計 内訳

職制上の段階
主事級
主任級
係長級

課長補佐級
課長級
理事級
調整監級

合計 内訳

職制上の段階
主事級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 職制上の段階

１級
１　定型的な業務を行う職務
２　定型的な業務を行う幼稚園の教諭又は保
育所の保育士の職務

19 17.6 主事級

２級

１　主任の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う職務
３　副主任教諭又は副主任保育士の職務
４　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う幼稚園の教諭又は保育所の保育士の職務

10 9.3 主事級

３級

１　係長又は主査の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う主任の職務
３　主任教諭又は主任保育士の職務
４　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う副主任教諭又は副主任保育士の職務

24 22.2

係長級

主任級

課長補佐級

係長級

課長補佐級

６級
１　理事の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う課(室)長又は議会事務局長の職務

5 4.6 理事級

７級
１　調整監の職務

1 0.9 調整監級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 職制上の段階

１級
定型的な業務を行う自動車運転士及び調理師
等の職務

- -

２級
相当の技能又は経験を必要とする自動車運転
士及び調理師等の職務

- -

３級
高度の技能又は経験を必要とする自動車運転
士及び調理師等の職務

- -

４級
特に高度の技能又は経験を必要とする自動車
運転士及び調理師等の職務

- -

５級
運転士長、主任運転士、調理師長、主任調理
師及びこれに相当する業務を行う自動車運転
士及び調理師等の職務

3 100.0 主事級

４級

１　参事の職務
２　課(室)長補佐又は主幹の職務
３　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う係長又は主査の職務
４　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う主任教諭又は主任保育士の職務

26 24.1

５級

１　課(室)長又は議会事務局長の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う参事の職務
３　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う課(室)長補佐の職務 23 21.3

課長級



医療職給料表(一)

（人） （％） 職名 （人）
１級 ― - -
２級 医療業務を行う職務 - -

診療所長（医師） 1

５級 規模の大きい医療機関の長の職務 - -
合計 1 100.0

（人） （％）
1 100.0

医療職給料表(二)

（人） （％） 職名 （人）
１級 定型的な業務を行う管理栄養士の職務 - -

主任管理栄養士 1

合計 1 100.0

（人） （％）
1 100.0

医療職給料表(三)

（人） （％） 職名 （人）
１級 ― - -

看護師 2

保健師 1
看護師 2
副主任看護師 1 主任級
副主任保健師 1
副主任看護師 1

課長 1
参事兼地域包括支援センター長 1
参事兼きほう健康ぷらざ所長 1
参事兼訪問看護ステーション所長 1

副保健師長 1

主任看護師 1

合計 14 100.0

（人） （％）
5 35.7
3 21.5
1 7.1
1 7.1
4 28.6

合計 内訳

職制上の段階
課長級

合計 内訳

職制上の段階
係長級

合計 内訳

職制上の段階
主事級
主任級
係長級

課長補佐級
課長級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 職制上の段階

３級
高度の知識又は経験を必要とする医療業務を
行う職務

- -

４級
診療所長又は特に高度の知識又は経験を必
要とする困難な医療業務を行う職務

1 100.0 課長級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 職制上の段階

２級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
管理栄養士の職務

- -

３級
１　副主任管理栄養士の職務
２　特に高度の知識又は経験を必要とする困難
な業務を行う管理栄養士の職務

- -

４級
１　主任管理栄養士の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う副主任管理栄養士の職務

- -

５級
１　管理栄養士長又は副管理栄養士長の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う主任管理栄養士の職務

1 100.0 係長級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 職制上の段階

２級 定型的な業務を行う保健師又は看護師の職務 2 14.3 主事級

３級
１　副主任保健師又は副主任看護師の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う保健師又は看護師の職務

4 28.6
主事級

４級

１　主任保健師又は主任看護師の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う副主任保健師又は副主任看護師の職
務

2 14.3 主任級

課長級

課長補佐級

係長級

５級

１　保健師長、地域包括支援センター長又は副
保健師長の職務
２　看護師長又は副看護師長の職務
３　高度の知識又は経験を必要とする困難な業
務を行う主任保健師又は主任看護師の職務

6 42.8


